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令和７年第２回安堵町議会定例会会議録 

（１日目） 

 

令和７年６月４日（水）開会 

午前１０時 

 

１ 応招議員 ９名 

１ 番 松田  勝  ２ 番 近藤 晃一 

３ 番 森田 裕康  ４ 番 福井 保夫 

５ 番 淺 野  勉  ６ 番 上林 勝美 

７ 番 山岡  敏  ８ 番 増井 敬史 

９ 番 森田  瞳    

 

２ 出席議員 ９名 

 

３ 欠席議員 なし 

 

４ 地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

町 長 西本 安博  副 町 長 富井 文枝 

教 育 長 久保 茂樹    

総 務 部 長 吉田 一弘  住 民 生 活 部 長 勝 井  顯 

事 業 部 長 廣瀬 好郁  理 事 池田 佳永 

教 育 次 長 溝本 貴宏  会 計 管 理 者 富士 青美 

総 合 政 策 課 長 増田 篤人  安全安心課長 吉田 貴史 

税 務 課 長 藤岡 征章  住 民 課 長 吉田 彰宏 

子ども家庭推進室課長 西田 淳二  健康福祉推進室課長 井上 育久 

 

５ 職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長心得 𠮷岡 さとこ  議会事務局リーダー 吉田 裕一 
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６ 会議事件は次のとおりである。 

 日 程 

 第 １ 会議録署名議員の指名 

 第 ２ 会期の決定 

 第 ３ 行政報告 

 第 ４ 報告第 １号 令和６年度安堵町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 第 ５ 報告第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度安堵町一般

会計補正予算（補正第２号）について） 

 第 ６ 議案第 １号 安堵町表彰条例の制定について 

 第 ７ 議案第 ２号 令和７年度安堵町一般会計補正予算（補正第３号）について 

 第 ８ 議案第 ３号 令和７年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第１

号）について 

 第 ９ 議案第 ４号 令和７年度安堵町後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第１

号）について 

 第１０ 議案第 ５号 奈良県ＧＩＧＡ第二期端末導入事業に係る情報端末機器売買契

約の締結について 

 第１１ 議案第 ６号 町道路線の新規認定について 

 第１２ 議案第 ７号 山辺・県北西部広域環境衛生組合規約の変更について 

 第１３ 報告第 ３号 令和６年度安堵町土地開発公社事業報告及び決算報告について 
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開 会 

午前１０時００分 

 

 

 

議長（近藤晃一） おはようございます。時間前ですけども、お揃いですので始めさせてい

ただきます。只今から、令和７年第２回安堵町議会定例会を開会します。 

  出席議員は９名です。 

  定足数に達していますので、会議は成立しました。 

  これから本日の会議を開きます。 

  はじめに、西本町長より開会にあたり御挨拶があります。お願いいたします。 

 

町長（西本安博） はい、議長。 

 

議長（近藤晃一） はい。西本町長。 

 

（西本町長 登壇） 

 

町長（西本安博） 皆さん、おはようございます。 

 

（「おはようございます」という声あり） 

 

町長（西本安博） 6月に入り、いよいよ梅雨の季節となってまいりました。これから秋に

向けては台風等の自然災害時期でもありますので、日頃から住民の生命と財産を守る

ために、万全の体制で臨みたいと考えているところでございます。 

  議員の皆様におかれましても、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

  そのような折ではございますが、令和７年第２回安堵町議会定例会を招集いたしま

したところ、議員におかれましては公私ともお忙しい中、御出席を賜りありがとうご

ざいます。 

  それでは、本日提案させていただく案件でございますが、報告が３件、条例の制定が

1件、令和7年度補正予算が3件、その他3件を合わせまして、合計１０件でござい



4 

 

ます。 

  議員の皆様に御審議いただく前に、各案件の概略を説明させていただきます。 

  まずは、報告第１号「令和６年度安堵町一般会計繰越明許費繰越計算書について」で

ございます。３月定例会におきまして承認をいただきました一般会計事業の繰越明許

費について、繰越額が確定いたしましたので、令和６年度安堵町一般会計繰越明許費

繰越計算書を調製し、報告するものでございます。 

  次に、報告第２号「専決処分の承認を求めることについて（令和７年度安堵町一般会

計補正予算（補正第２号）について）」でございます。障害者総合支援事業費補助金

の額確定に伴う返還等、早急に対応しなければならないものを専決処分したので、報

告するものでございます。 

  次に、議案第１号「安堵町表彰条例の制定について」でございますが、安堵町の自治

の振興及び公益の増進に寄与し、その功績が特に顕著な者または町民の模範となる行

為のあった者を表彰するため、安堵町表彰条例を制定するものでございます。 

  次に、議案第２号「令和７年度安堵町一般会計補正予算（補正第３号）について」で

ございます。定額減税調整給付金の不足額支給、障害者福祉システムの改修、安堵町

こども計画の策定、日新湯の修繕・管理委託にかかる経費等を増額する補正でござい

ます。 

  次に、議案第３号「令和７年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第１号）

について」及び議案第４号「令和７年度安堵町後期高齢者医療特別会計補正予算（補

正第１号）について」でございますが、国の少子化対策として、子育て世帯を支える

全世代、全経済主体が、新しい分かち合い連帯の仕組みとして、医療保険の保険料と

併せて拠出される、子ども子育て支援金制度が令和８年に創設されることに伴うシス

テム改修費を増額補正するものでございます。 

  次に、議案第５号「奈良県ＧＩＧＡ第二期端末導入事業に係る情報端末機器売買契

約の締結について」は、奈良県共同調達による奈良県ＧＩＧＡ第二期端末の購入契約

の締結について、予定価格が７００万円を超えており、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条に該当するため、議会の議決を求めるもの

でございます。 

  次に、議案第６号「町道路線の新規認定について」でございますが、民間事業者が開

発し、築造された道路について寄附の申し出があり、町の道路基準に適合するため、

町道路線として新規認定するものでございます。 

  次に、議案第７号「山辺・県北西部広域環境衛生組合規約の変更について」でござい
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ます。新ごみ処理施設の開業に伴い、事務局の所在地を変更するため、構成市町村の

議決が必要となるので、山辺・県北西部広域環境衛生組合規約を変更するものでござ

います。 

  次に、報告第３号「令和６年度安堵町土地開発公社事業報告及び決算報告について」

は、公有地の拡大の推進に関する法律第１８条第３項に基づき安堵町長へ提出し、地

方自治法第２４３条の３第２項により議会へ報告するものでございます。 

  以上、簡単に説明を行いましたが、詳細は、その都度、担当課長より説明をさせます

ので、御審議、御承認、御可決賜りますようお願い申し上げ、開会にあたりましての

御挨拶とさせていただきます。 

  以上でございます。 

 

議長（近藤晃一） はい。西本町長ありがとうございました。 

  それでは、お手元の議事日程に従いまして、進めてまいります。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、安堵町議会会議規則第１２０条の規定によりまして、

４番 福井保夫議員、５番 淺野勉議員を指名します。 

  よろしくお願いいたします。 

 

 --------------------------------------------------------------------------  

 

議長（近藤晃一） 続きまして、日程第２「会期の決定」を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から１６日までの１３日間にしたいと思います。 

  御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 異議なしと認めます。 

  本定例会の会期は、本日から１６日までの１３日間とすることに決定をいたしまし

た。 

 

 --------------------------------------------------------------------------  
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議長（近藤晃一） 日程第３「行政報告」を行います。 

 

町長（西本安博） はい、議長。 

 

議長（近藤晃一） はい。西本町長。 

 

（西本町長 登壇） 

 

町長（西本安博） それでは、行政報告を行わせていただきます。 

  まずは、大阪・関西万博の安堵町出展についてでございます。現在、大阪夢洲におき

まして、２０２５年日本国際博覧会、略称「大阪・関西万博」が、令和７年４月１３

日より１０月１３日まで開催をされようとしております。連日、世界中から多くの方

が来場し、会場は大いに盛り上がっております。 

  奈良県は、関西パビリオンと連携いたしまして、４月１５日から２６日の１２日間

で、県内３９市町村が３グループに分かれて出展を行いました。県が催したオール奈

良マーケットの来場者数は、一日平均約４，０００名の方が来場されたとのことでご

ざいます。 

  安堵町は、４月１９日から２２日の４日間で、「うぶすなの郷ＴＯＭＩＭＯＴＯ」と

共同で、「陶芸絵付け体験」を出展いたしました。陶芸絵付け体験には１７４名の方

が参加され、大変賑わっておりました。 

  次に、やまとｅｃｏクリーンセンターについてでございます。山辺・県北西部広域環

境衛生組合が天理市内に建設した新しいごみ処理施設「やまとｅｃｏクリーンセンタ

ー」及び「やまとｅｃｏリサイクルセンター」が完成し、令和７年４月２４日に竣工

式が行われ、５月１日から本稼働いたしております。安堵町の可燃ごみは、まほろば

環境衛生組合の中継施設が竣工するまでの間、広陵町のリレーセンターで積み替えを

行い、新しいごみ処理施設に搬入しているところでございます。 

  次に、奈良県広域水道企業団についてでございます。将来にわたって、安全で安心な

水道水を供給するため、また、広域で連携して水道事業が抱える老朽化対策などの取

組を行うことを目的に、令和６年１１月に、奈良県広域水道企業団が設立されました。

令和７年４月１日より、奈良県と本町を含む２６市町村の水道事業を統合し、この企

業団で共同運営することとなりました。 



7 

 

  今後は、構成団体が連携・協力して、個別では対応が困難であった水道施設の老朽化

対策、財政基盤の強化などに取り組み、住民サービスの向上に努めてまいりたいと考

えております。 

  次に、老人総合福祉施設あくなみ苑の事業譲渡についてでございます。老人総合福

祉施設あくなみ苑につきましては、これまで老人福祉施設三室園組合が、宝山寺福祉

事業団を指定管理者として運営を行ってまいりましたが、令和８年４月１日より宝山

寺福祉事業団に事業譲渡することとなり、現在、準備を進めているところでございま

す。 

  現況でございますが、令和７年３月２６日に、老人総合福祉施設あくなみ苑の譲渡

に関する協定書の締結が行われました。令和７年４月１日に、無償譲渡契約書の締結

が行われたところでございます。 

  以上でございます。 

 

教育長（久保茂樹） はい、議長。 

 

議長（近藤晃一） はい。久保教育長。 

 

（久保教育長 登壇） 

 

教育長（久保茂樹） 皆さん、おはようございます。 

 

（「おはようございます」という声あり） 

 

教育長（久保茂樹） 教育委員会として行政報告をさせていただきます。教育委員会所管事

務について、３月議会で御報告させていただいた以降の新たな事項について報告をさ

せていただきます。 

  まずはじめに、学校給食につきまして、食料品価格等の物価高騰による生活への影

響を考慮し、国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用し、令和7年度の学校給食

費の無償化を行っております。栄養価の高い、おいしい給食を提供するとともに、子

育てしやすい町づくりを今後も目指してまいります。 

  続きまして、こども園・町立学校において、令和６年度の保育・教育課程の執行を終

え、来賓の方々御臨席のうえ、卒園・卒業式、令和７年度の入園・入学式を挙行する
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ことができました。現在、各校園では、新年度の保育・教育課程を順調に進めている

ところであります。 

  中学校においては、５月１４日から１６日にかけて広島方面へ赴き、平和学習や体

験学習を目的とした修学旅行を無事終えることができました。 

  また、小学校につきましては、５月２７日に４年生が吐山の野外活動センターへ、

５・６年生が明日香地方へ遠足を実施。同じ週の２９日には１年生が橿原昆虫館へ、

２年生が大型児童館ビッグバンへ、３年生がキッズプラザ大阪への遠足を実施できま

した。 

  次に、教育委員会が所管している社会体育関係ですが、４月６日に安堵町スポーツ

協会主催の大会が安堵中央公園で、５月１１日には生駒郡民スポーツ大会が郡内各町

において実施されました。 

  また、令和７年度の安堵町民体育祭については、第５０回大会という記念すべき大

会となるため、住民の皆さんに喜んでいただけるよう、１０月下旬の開催予定日に向

けて準備を進めてまいりたいと考えています。 

  今後におきましても、町立学校及びこども園の諸行事の実施、社会教育事業等、円滑

な運営に努めてまいりたいと考えております。 

  以上、教育委員会関係の御報告とさせていただきます。 

 

議長（近藤晃一） 教育長ありがとうございました。 

  これで、行政報告を終わります。 

 

 --------------------------------------------------------------------------  

 

議長（近藤晃一） 日程第４ 報告第１号「令和６年度安堵町一般会計繰越明許費繰越計算

書について」を議題とします。 

  本案件について提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（増田篤人） はい、議長。 

 

議長（近藤晃一） はい。増田総合政策課長。 

 

（増田総合政策課長 登壇） 
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総合政策課長（増田篤人） 改めまして、おはようございます。総合政策課 増田でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。報告第１号「令和６年度安堵町一般会計繰

越明許費繰越計算書について」説明させていただきます。 

  令和７年第１回議会定例会で御承認いただいた、令和６年度から令和７年度への繰

越明許費について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき、繰越計算書

を調製し、報告するものでございます。 

  令和６年度安堵町一般会計繰越明許費繰越計算書２ページと３ページを御覧くださ

い。事業名と財源内訳について説明させていただきます。 

  ２款 総務費、１項 総務管理費、事業名は庁舎維持管理経費（臨時）、金額は６１

９万円。翌年度繰越額６１８万２，０００円で、財源は町債４９０万円、一般財源１

２８万２，０００円をもって充てさせていただきます。 

  ３款 民生費、１項 社会福祉費、事業名は電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支

援給付金事業、金額は４，４５３万４，０００円。翌年度繰越額２，２７０万５９

４円で、財源は全額国県支出金でございます。 

  同款、同項、事業名は福祉保健センター管理運営事業費（臨時）、金額は１，７７５

万８，０００円。翌年度繰越額は０円でございます。 

  ７款 土木費、２項 道路橋梁費、事業名は社会資本整備総合交付金事業（臨時）、

金額は９００万円。翌年度繰越額同額で、財源は国県支出金５２９万７，０００円、

町債３１０万円、一般財源６０万３，０００円をもって充てさせていただきます。 

  最後でございます。８款 消防費、１項 消防費、事業名は災害時移動式トイレカ

ー購入事業、金額は９７２万４，０００円。翌年度繰越額同額で、財源は国県支出

金４８６万円、町債４８０万円、一般財源６万４，０００円をもって充てさせてい

ただきます。 

  従いまして、翌年度に繰り越す額は、合計４，７６０万６，５９４円で、財源は国県

支出金３，２８５万７，５９４円、町債１，２８０万円、一般財源１９４万９，００

０円をもって充てさせていただきます。 

  以上でございます。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 報告第１号 令和６年度安堵町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定に基づき、令

和６年度安堵町一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告する。 
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 令和７年６月４日報告、安堵町長 西本安博。 

  次のページ以降の、令和６年度安堵町一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして

は、先ほどの説明と重複いたしますので割愛させていただきます。 

  以上、報告申し上げます。 

 

議長（近藤晃一） 今、繰越について説明いただきました。 

  質疑、ございますか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 質疑なしと認めます。 

  これで報告第１号を終結いたします。 

 

 --------------------------------------------------------------------------  

 

議長（近藤晃一） 続きまして、日程第５ 報告第２号「専決処分の承認を求めることにつ

いて（令和７年度安堵町一般会計補正予算（補正第２号）について）」を議題としま

す。 

  本案件について、提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（増田篤人） はい、議長。 

 

議長（近藤晃一） はい。増田総合政策課長。 

 

（増田総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（増田篤人） 引き続き、総合政策課 増田でございます。よろしくお願いい

たします。報告第２号「専決処分の承認を求めることについて（令和７年度安堵町一

般会計補正予算（補正第２号）について）」説明させていただきます。 

  本補正につきましては、令和５年度障害者総合支援事業費補助金の交付額が確定し、

超過交付となった３０万８，０００円を返還することとなったこと及び福祉保健セン

ターにおける消防用非常電源が点検により不具合があることが判明し、修繕する必要
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が生じたため、その予算について補正予算を計上するものでございます。 

  専決理由といたしましては、令和５年度障害者総合支援事業費補助金の返還期日が

６月上旬であり、早急に事務手続きを進める必要があったこと。また福祉保健センタ

ーの消防用非常電源につきましては、火災時に稼働しないことにより、利用者の安全

が確保できないため、早急に修繕する必要があったため、両事業とも令和７年５月１

６日に専決処分させていただきましたので、議会に報告するものでございます。 

  それでは、補正予算書１０ページ、１１ページ、歳出を御覧ください。 

  ３款 民生費、１項 社会福祉費、１目 社会福祉総務費におきまして、令和５年

度障害者総合支援事業費補助金の返還のため３０万８，０００円の増額。 

  同款、同項、４目 福祉保健センター費におきまして、福祉保健センターの消防用

非常電源の修繕のため２６万２，０００円の増額でございます。 

  次に、戻っていただきまして８ページ、９ページ、歳入をお願いいたします。 

  １８款 繰入金、１項 基金繰入金、１目 基金繰入金につきまして、５７万円を

増額補正いたします。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 報告第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度安堵町一般会計補正

予算（補正第２号）について） 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、令和７

年度安堵町一般会計補正予算（補正第２号）を別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により、これを報告し議会の承認を求める。 

  令和７年６月４日報告、安堵町長 西本安博。 

  次のページをお願いいたします。 

 専決処分書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、令和７年

度安堵町一般会計補正予算（補正第２号）を別紙のとおり専決処分する。 

 令和７年５月１６日専決、安堵町長 西本安博。 

  次に、補正予算書の２ページをお願いいたします。 

 令和７年度安堵町一般会計補正予算（補正第２号） 

 令和７年度安堵町一般会計補正予算（補正第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５７万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ４３億７，５５４万８，０００円とする。 
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 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年５月１６日専決、安堵町長 西本安博。 

  次のページをお願いいたします。 

  第１表 歳入歳出予算補正 

  歳入。１８款 繰入金、１項 基金繰入金、補正前の額６億５６６万３，０００円、

補正額５７万円、計６億６２３万３，０００円。 

  歳入合計。補正前の額４３億７，４９７万８，０００円、補正額５７万円、計４３億

７，５５４万８，０００円。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳出でございます。３款 民生費、１項 社会福祉費、補正前の額８億１，９７０

万８，０００円、補正額５７万円、計８億２，０２７万８，０００円。 

  歳出合計。補正前の額４３億７，４９７万８，０００円、補正額５７万円、計４３億

７，５５４万８，０００円でございます。 

  次のページ以降の事項別明細書につきましては、先ほどの説明と重複いたしますの

で割愛させていただきます。 

  以上でございます。御審議、御承認よろしくお願いいたします。 

 

議長（近藤晃一） はい。説明いただきました。これより、質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略して、これより報告第２号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案を原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 異議なしと認めます。 

  報告第２号は、原案のとおり承認されました。 
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 --------------------------------------------------------------------------  

 

議長（近藤晃一） 日程第６ 議案第１号「安堵町表彰条例の制定について」を議題としま

す。 

  本案件について提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（増田篤人） はい、議長。 

 

議長（近藤晃一） はい。増田総合政策課長。 

 

（増田総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（増田篤人） 総合政策課 増田でございます。議案第１号「安堵町表彰条例

の制定について」説明させていただきます。 

  本条例につきましては、安堵町の自治の振興及び公益の増進に貢献した者または町

民の模範となる行為があった者を表彰するため、新たに条例を制定するものでござい

ます。 

  議案書の次のページ、１ページの条例本文を御覧ください。 

  第1条では、本条例の目的を規定しています。 

  第2条では、表彰を行うにあたり、表彰に該当する者を規定しています。第1号は

地方自治の振興発展に貢献した者、第2号は社会福祉の増進に貢献した者、第3号は

教育、文化の向上に貢献した者、第4号は産業の振興発展に貢献した者、第5号は町

民の模範となる行為のあった者をそれぞれ各号で規定しています。 

  第3条では、表彰の方法で、表彰状または感謝状を授与することを規定しています。 

  第 4条では、表彰の決定した者が表彰前に死亡した時に、追彰できることを規定し

ております。 

  第５条では、表彰の時期を町長が別に定める旨、規定をしています。 

  第6条では、表彰された者を広報誌等で公表することを規定しています。 

  第 7条では、被表彰者が拘禁刑以上の刑に処されたことが判明した時に、資格を喪

失することを規定しております。 

  第 8条では、この条例の他に、必要な事項は町長が別に定めることを規定しており
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ます。 

  以上でございます。 

  なお、本条例の施行日につきましては、公布の日でございます。 

  それでは議案書を朗読いたします。 

 議案第１号 安堵町表彰条例の制定について 

  安堵町表彰条例を別紙のとおり提出する。 

 令和７年６月４日提出、安堵町長 西本安博。 

  本件につきまして御審議、御可決のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（近藤晃一） 本案件につきまして、質疑ございますか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） なしと認めます。 

  お諮りします。 

  只今、議題となっております議案第１号は、総務産業建設常任委員会に付託したい

と思います。 

  御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１号は総務産業建設常任委員会に付託することに決定をいたしまし

た。 

 

 --------------------------------------------------------------------------  

 

議長（近藤晃一） 続きまして、日程第７ 議案第２号「令和７年度安堵町一般会計補正予

算（補正第３号）について」を議題とします。 

  本案件について、提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（増田篤人） はい、議長。 
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議長（近藤晃一） はい。増田総合政策課長。 

 

（増田総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（増田篤人） 総合政策課 増田でございます。よろしくお願いいたします。

議案第２号「令和７年度安堵町一般会計補正予算（補正第３号）について」でござい

ます。それでは説明させていただきます。 

  本補正につきましては、はじめに歳出でございます。１０ページをお願いいたしま

す。 

  ２款 総務費、２項 徴税費、１目 税務総務費で、定額減税調整給付金の不足額

を支給するための予算について１，５３７万８，０００円の増額補正を行います。 

  ３款 民生費につきまして、１項 社会福祉費、１目 社会福祉総務費で、障害者

に対する労働選択支援制度の創設に伴い、障害者福祉システムの改修が必要となった

ため１９６万９，０００円の増額補正。同款、２項 児童福祉費、１目 児童福祉総

務費につきましては、こども基本法に基づき、安堵町こども計画を策定するための予

算について５５８万８，０００円の増額補正でございます。 

  次のページをめくっていただきまして、１２ページ、１３ページをお願いいたしま

す。同款、３項 人権対策費、４目 共同浴場管理運営費につきまして、共同浴場日

新湯の給湯ポンプの故障を修繕するための予算及び日新湯休業日における管理業務

を委託するための予算について１２２万４，０００円の増額補正を行います。 

  次に、８款 消防費、１項 消防費、１目 非常備消防費で、消防団員退職に伴う

退職報償金が生じたため２０万円の増額補正。さらに同款、同項、２目 災害対策費

で、公用車の修繕で４万２，０００円の増額でございます。 

  次に、歳入でございます。８ページ、９ページをお願いいたします。 

  １４款 国庫支出金、２項 国庫補助金、１目 総務費国庫補助金につきまして

は、総務費の補正予算の定額減税不足額給付に対する国庫の財源として１，５３７

万８，０００円の増額補正。同款、同項、２目 民生費国庫補助金につきましては、

民生費の歳出補正のシステム改修に対する国庫の財源として９８万４，０００円の増

額補正。 

  １８款 繰入金、１項 基金繰入金、１目 基金繰入金につきましては、財政調整

基金からの繰入金で７８３万９，０００円の増額補正。 
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  最後に、２０款 諸収入、３項 雑入、１目 雑入につきまして、消防費の歳出補

正の消防団員退職に伴う退職報償金に対する財源として２０万円の増額補正でご

ざいます。 

  以上でございます。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 議案第２号 令和７年度安堵町一般会計補正予算（補正第３号）について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定に基づき、令和７

年度安堵町一般会計補正予算（補正第３号）を別紙のとおり提出する。 

 令和７年６月４日提出、安堵町長 西本安博。 

  続きまして、補正予算書の２ページをお願いいたします。 

 議案第２号 令和７年度安堵町一般会計補正予算（補正第３号） 

  令和７年度安堵町一般会計補正予算（補正第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，４４０万１，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３億９，９９４万９，０００円とす

る。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年６月４日提出、安堵町長 西本安博。 

  次、３ページをお願いいたします。 

  第１表 歳入歳出予算補正 

  歳入。１４款 国庫支出金、２項 国庫補助金、補正前の額１億６，０６６万５，０

００円、補正額１，６３６万２，０００円、計１億７，７０２万７，０００円。 

  １８款 繰入金、１項 基金繰入金、補正前の額６億６２３万３，０００円、補正額

７８３万９，０００円、計６億１，４０７万２，０００円。 

  ２０款 諸収入、３項 雑入、補正前の額６，８２８万３，０００円、補正額２０万

円、計６，８４８万３，０００円。 

  歳入合計。補正前の額４３億７，５５４万８，０００円、補正額２，４４０万１，０

００円、計４３億９，９９４万９，０００円。 

  続きまして、４ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。２款 総務費、２項 徴税費、補正前の額６，９６７万円、補正

額１，５３７万８，０００円、計８，５０４万８，０００円。 
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  ３款 民生費、１項 社会福祉費、補正前の額８億２，０２７万８，０００円、補正

額１９６万９，０００円、計８億２，２２４万７，０００円。 

  ２項 児童福祉費、補正前の額５億６，７８９万３，０００円、補正額５５８万８，

０００円、計５億７，３４８万１，０００円。 

  ３項 人権対策費、補正前の額４，３４５万２，０００円、補正額１２２万４，００

０円、計４，４６７万６，０００円。 

  ８款 消防費、１項 消防費、補正前の額１億８，１２０万７，０００円、補正額２

４万２，０００円、計１億８，１４４万９，０００円。 

  歳出合計。補正前の額４３億７，５５４万８，０００円、補正額２，４４０万１，０

００円、計４３億９，９９４万９，０００円でございます。 

  ５ページ以降の事項別明細書につきましては、先ほどの説明と重複いたしますので

割愛させていただきます。 

  以上でございます。 

  御審議、御可決のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（近藤晃一） 本件につきまして、質疑ございますか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  只今、議題となっております議案第２号は、総務産業建設常任委員会に付託したい

と思います。 

  御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号は総務産業建設常任委員会に付託することに決定をいたしまし

た。 

 

 --------------------------------------------------------------------------  
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議長（近藤晃一） 続きまして、日程第８ 議案第３号「令和７年度安堵町国民健康保険特

別会計補正予算（補正第１号）について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

住民課長（吉田彰宏） はい、議長。 

 

議長（近藤晃一） はい。吉田住民課長。 

 

（吉田住民課長 登壇） 

 

住民課長（吉田彰宏） 改めまして、おはようございます。住民課の吉田です。よろしくお

願いします。それでは、議案第３号「令和７年度安堵町国民健康保険特別会計補正予

算（補正第１号）について」を御説明させていただきます。 

  本補正につきましては、国の少子化対策として、子育て世帯を支える全世代、全経済

主体が分かち合う連帯の仕組として、各保険者が医療保険の保険料と併せて徴収する、

子ども子育て支援金制度を創設されました。 

  制度の内容といたしましては、国の子育て支援施策である児童手当や妊婦のための

支援給付等の財源確保のため、令和８年度から令和１０年度の３年間、国民健康保険

税と併せて子ども子育て支援金が徴収されます。 

  その制度に対応するために、本町の電算システムを令和 7年度に改修する必要があ

るため、この度システム改修費を５６４万３，０００円の増額補正を行うものでござ

います。 

  それでは、詳細につきましては、補正予算書により説明させていただきます。補正予

算書１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

  歳出。１款 総務費、１項 総務管理費、１目 一般管理費で５６４万３，０００円

の増額でございます。 

  この財源といたしましては、１ページ戻っていただきまして８ページと９ページを

お願いいたします。 

  歳入。７款 国庫支出金、１項 国庫補助金、６目 子ども子育て支援金制度補助金

で５６４万３，０００円の増額でございます。 

  以上でございます。 
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  それでは、議案書を朗読いたします。 

 議案第３号 令和７年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第１号）につい

て 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定に基づき、令和

７年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第１号）を別紙のとおり提出す

る。 

 令和７年６月４日提出、安堵町長 西本安博。 

  補正予算書２ページをお願いいたします。 

 議案第３号 令和７年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第１号） 

  令和７年度安堵町国民健康保険特別会計補正予算（補正第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５６４万３，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億９，０５６万９，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年６月４日提出、安堵町長 西本安博。 

  次の、３ページをお願いします。 

  第１表 歳入歳出予算補正 

  歳入。７款 国庫支出金、１項 国庫補助金、補正前の額が０円、補正額が５６４万

３，０００円、計５６４万３，０００円。 

  歳入合計。補正前の額９億８，４９２万６，０００円、補正額５６４万３，０００円、

計９億９，０５６万９，０００円。 

  次の、４ページをお願いいたします。 

  歳出です。１款 総務費、１項 総務管理費、補正前の額５３０万２，０００円、補

正額５６４万３，０００円、計１，０９４万５，０００円。 

  歳出合計。補正前の額９億８，４９２万６，０００円、補正額５６４万３，０００円、

計９億９，０５６万９，０００円。 

  次のページ以降の事項別明細書につきましては、先ほどの説明と重複いたしますの

で割愛させていただきます。 

  以上でございます。御審議、御可決のほどよろしくお願いします。 

 

議長（近藤晃一） これより、質疑を行います。 
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  質疑ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 質疑なしと認めます。 

  これより、討論を行います。 

  討論は、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第３号を採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（近藤晃一） はい。お座りください。全員賛成でございます。 

  議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 

 --------------------------------------------------------------------------  

 

議長（近藤晃一） 日程第９ 議案第４号「令和７年度安堵町後期高齢者医療特別会計補正

予算（補正第１号）について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

住民課長（吉田彰宏） はい、議長。 

 

議長（近藤晃一） はい。吉田住民課長。 

 

（吉田住民課長 登壇） 
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住民課長（吉田彰宏） 住民課の吉田です。よろしくお願いします。それでは、議案第４号

「令和７年度安堵町後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第１号）について」御説

明させていただきます。 

  本補正につきましても、先ほどの議案第３号「国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）」で御説明させていただきました内容と同様で、国の少子化対策として、子育て

世帯を支える全世代、全経済主体が分かち合う連帯の仕組として、各保険者が医療保

険の保険料と併せて徴収する、子ども子育て支援金制度を創設されました。 

  制度の内容といたしましては、国の子育て支援施策である児童手当や妊婦の支援給

付等の財源確保のため、令和８年度から令和１０年度までの３年間、後期高齢者医療

保険料と併せて子ども子育て支援金が徴収されます。 

  その制度に対応するために、本町の電算システムを令和 7年度に改修する必要があ

るため、この度システム改修費１７６万円の増額補正を行うものでございます。 

  それでは、詳細につきましては、補正予算書により御説明させていただきます。補正

予算書１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

  歳出。１款 総務費、１項 総務管理費、１目 一般管理費で１７６万円の増額。 

  この財源といたしましては、１ページ戻っていただきまして８ページ、９ページを

お願いいたします。 

  歳入です。７款 国庫支出金、１項 国庫補助金、２目 子ども子育て支援金制度補

助金で１７６万円の増額補正です。 

  以上でございます。 

  それでは、表に戻っていただきまして、議案書を朗読させていただきます。 

 議案第４号 令和７年度安堵町後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第１号）につ

いて 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定に基づき、令和

７年度安堵町後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第１号）を別紙のとおり提出

する。 

 令和７年６月４日提出、安堵町長 西本安博。 

  補正予算書２ページをお願いいたします。 

 議案第４号 令和７年度安堵町後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第１号） 

  令和７年度安堵町後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第１号）は、次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１７６万円を追加し、歳入歳出予
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算の総額を歳入歳出それぞれ１億６，５３５万９，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年６月４日提出、安堵町長 西本安博。 

  次の、３ページをお願いします。 

  第１表 歳入歳出予算補正 

  まず歳入です。７款 国庫支出金、１項 国庫補助金、補正前の額は０円、補正額が

１７６万円で、計１７６万円。 

  歳入合計。補正前の額が１億６，３５９万９，０００円、補正額１７６万円、計１億

６，５３５万９，０００円。 

  次のページをお願いします。 

  歳出です。１款 総務費、１項 総務管理費、補正前の額が８８万円、補正額が１７

６万円、計２６４万円。 

  歳出合計。補正前の額１億６，３５９万９，０００円、補正額１７６万円、計１億６，

５３５万９，０００円。 

  次のページ以降につきましては、先ほどの説明と重複いたしますので割愛させてい

ただきます。 

  以上でございます。御審議、御可決のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（近藤晃一） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 質疑なしと認めます。 

  これより、討論を行います。 

  討論は、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第４号を採決します。 
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  この採決は、起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（近藤晃一） 起立全員です。お座りください。 

  議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 

 --------------------------------------------------------------------------  

 

議長（近藤晃一） 只今、１０時４８分ですので、１１時まで暫時休憩いたします。 

 

 

 

休 憩（午前１０時４８分） 

再 開（午前１１時００分） 

 

 

 

議長（近藤晃一） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  日程第１０ 議案第５号「奈良県ＧＩＧＡ第二期端末導入事業に係る情報端末機器

売買契約の締結について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

教育次長（溝本貴宏） はい、議長。 

 

議長（近藤晃一） はい。溝本教育次長。 

 

（溝本教育次長 登壇） 

 

教育次長（溝本貴宏） おはようございます。教育委員会事務局 溝本でございます。よろ

しくお願いいたします。議案第５号「奈良県ＧＩＧＡ第二期端末導入事業に係る情報
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端末機器売買契約の締結について」を御説明させていただきます。 

  本件につきましては、第一期、令和２年に導入いたしました児童生徒学習用パソコ

ンの更新でございます。児童生徒学習用パソコンの共同調達につきましては、奈良県

での一般競争入札によりまして業者選定を実施し、決定されました。それの内容に伴

いまして市町村ごとの随意契約となります。 

  予定価格が７００万円以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第３条の規定により本契約を締結するため、本議会に上程する

ものでございます。 

  それでは議案書を朗読させていただきます。 

 議案第５号「奈良県ＧＩＧＡ第二期端末導入事業に係る情報端末機器売買契約の締結

について」 

  奈良県ＧＩＧＡ第二期端末導入事業に係る情報端末機器売買契約（令和７年度当初

予算）の締結について、次のとおり契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年安堵村条例第2号）第３条の規

定に基づき、議会の議決を求める。 

 令和７年６月４日 提出、安堵町長 西本安博。 

  記。 

  １．契約の目的 児童生徒学習用パソコン等備品購入（３９５式） 

  ２．契約の方法 随意契約 

  ３．契約の金額 ２，１６３万８，１００円（うち消費税１９６万７，１００

   円） 

  ４．契約の相手方 奈良県奈良市高天町１０－１ T.T．ビル４階 

   キステム株式会社 奈良本社 

   事業統括取締役 井門 英也 

  ５．予定価格 ２，３６８万２５０円（税込） 

  以上でございます。 

  御審議、御可決のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（近藤晃一） これより、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

 

９番（森田 瞳） はい、議長。 
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議長（近藤晃一） はい。森田瞳議員。 

 

９番（森田 瞳） 議案第５号に関しまして、この導入、誠に結構なことで、締結していた

だきありがとうございます。いろいろと普段、教育委員会の方にですね、いろいろと、

この学校の現場、こども園、そしてまた小学校中学校の現場をですね、我々議会議員

が、できるだけ学校の方の、現場の方に出向きさせていただいて、このような機会を

活用しながら、児童また生徒が授業に取り組んでいる姿を拝見をさせていただけたら

という思いでおりますので、まずその辺、議長の方から行政の方へ、また申し伝えい

ただいて、今後実施していただくようにお願いいたしまして質問を終わります。 

 

議長（近藤晃一） はい。今、森田瞳議員から参観等の御要望がございました。またそれら

につきまして御検討いただいて、答弁いただけたらと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  これについては、よろしいですね。 

 

９番（森田 瞳） はい。 

 

議長（近藤晃一） では、よろしくお願いいたします。 

  それでは、本案につきまして他に質疑ございますか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 質疑なしと認めます。 

  これより、討論を行います。 

  討論は、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第５号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 
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  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（近藤晃一） 起立全員です。お座りください。 

  議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（近藤晃一） 日程第１１ 議案第６号「町道路線の新規認定について」を議題としま

す。 

  本案についての提案理由の説明を求めます。 

 

理事（池田佳永） はい、議長。 

 

議長（近藤晃一） はい。池田理事。 

 

（池田理事 登壇） 

 

理事（池田佳永） おはようございます。事業課の池田でございます。それでは、議案第６

号「町道路線の新規認定について」を御説明させていただきます。 

  本案は、東安堵地内で民間事業所が開発し、築造されました道路につきまして、町へ

寄附したいとの申し出がございました。道路の幅員・構造等が町道路線の認定基準を

満たしているため、町道として認定を求めるものでございます。 

  資料の１ページ目をお願いいたします。 

  認定する路線。路線番号 ３６６、路線名 東安堵１３５号線、起点が東安堵１３４

２－５、終点が東安堵１３４２－７、幅員が最小６．０メートル、最大８．０メート

ル。延長は３９．４メートルでございます。 

  次ページには、町全体の位置図及び付近の詳細図の方を付けさせてもらっておりま

す。 

  それでは、表に戻っていただきまして、議案書の方を朗読させていただきます。 

 議案第６号 町道路線の新規認定について 
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  町道路線を別紙のとおり認定することについて、道路法（昭和２７年法律第１

８０号）第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和７年６月４日提出、安堵町長 西本安博。 

  以上でございます。御審議、御可決のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（近藤晃一） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  只今、議題となっております議案第６号は、総務産業建設常任委員会に付託したい

と思います。 

  御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第６号は総務産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 --------------------------------------------------------------------------  

 

議長（近藤晃一） 日程第１２ 議案第７号「山辺・県北西部広域環境衛生組合規約の変更

について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

住民課長（吉田彰宏） はい、議長。 

 

議長（近藤晃一） はい。吉田住民課長。 

 

（吉田住民課長 登壇） 
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住民課長（吉田彰宏） 住民課の吉田です。よろしくお願いします。それでは、議案第７号

「山辺・県北西部広域環境衛生組合規約の変更について」を御説明させていただきま

す。 

  内容といたしましては、新ごみ処理施設「やまとｅｃｏクリーンセンター」、「やま

とｅｃｏリサイクルセンター」の開業に伴いまして、当組合の事務所の所在地を変更

する必要があり、変更するには構成１０市町村の議決が必要となるため、山辺・県北

西部広域環境衛生組合規約の一部変更についてを本議会に上程するものでございま

す。 

  詳細につきましては、議案書２ページ、最後のページですけれども、新旧対照表によ

り御説明させていただきます。 

  現行、組合の事務所の位置ですが、天理市役所の所在地であります「川原城町６０５

番地に置く。」を改正案としましては、この度、新ごみ処理施設の住所地であります

「櫟本町３２４６番地１に置く。」に改正させていただきます。 

  なお、施行期日につきましては、令和７年８月１日からとさせていただきます。 

  以上でございます。 

  それでは、戻っていただきまして、議案書を朗読させていただきます。 

 議案第７号 山辺・県北西部広域環境衛生組合規約の変更について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に基づき、山

辺・県北西部広域環境衛生組合規約の一部を別紙のとおり変更することについて、

同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

 令和７年６月４日提出、安堵町長 西本安博。 

  本文につきましては、先ほどの説明と重複いたしますので割愛させていただきます。 

  御審議、御可決のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（近藤晃一） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 質疑なしと認めます。 

  これより、討論を行います。 

  討論は、ありませんか。 

 



29 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第７号を採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（近藤晃一） 起立全員です。お座りください。 

  議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 

 --------------------------------------------------------------------------  

 

議長（近藤晃一） 続きまして、日程第１３ 報告第３号「令和６年度安堵町土地開発公社

事業報告及び決算報告について」を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

 

理事（池田佳永） はい、議長。 

 

議長（近藤晃一） はい。池田理事。 

 

（池田理事 登壇） 

 

理事（池田佳永） 事業課の池田でございます。よろしくお願いいたします。それでは、報

告第３号「令和６年度安堵町土地開発公社事業報告及び決算報告について」を御説明

させていただきます。 

  本案件は、公有地の拡大の推進に関する法律第１８条第３項により、毎年度の終了

後２か月以内に決算書及び事業報告を作成し、町に提出するものでございます。 

  令和６年度事業の概要及び収支決算等について報告させていただきます。議案書の

４ページをお開きください。 

  令和６年度安堵町土地開発公社事業報告でございます。当公社は、公有地の拡大の
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推進に関する法律に基づいて、安堵町の秩序ある開発と整備を促進するため、公有地

の確保及び保有地の管理を行ってまいりました。令和６年度における用地等の先行取

得及び売却事業につきましては、実績はございませんでした。 

  次に、事業の状況でございます。令和６年４月２２日、令和５年度収支決算の審査が

行われ、同年５月１日、定例理事会におきまして決算の承認をいただきました。次に、

令和７年１月２４日に定例理事会におきまして、書面決議により令和７年度事業計画

及び予算についての承認をいただきました。 

  続きまして、５ページをお願いいたします。令和６年度公有地の先行取得の実績及

び保有地の売却事業の実績は、ともにございません。 

  続きまして、６ページをお願いいたします。令和６年度土地開発公社決算報告書の

方を御説明させていただきます。 

  収益的収入及び支出の、収入でございます。第１款 事業収益、第１項 公有地取得

事業収益につきましては、当初予算１，８００万５，０００円、補正額０、合計１，

８００万５，０００円。決算額は０でございます。保有地の売却はございませんでし

たので、決算額は０となります。 

  第２款 事業外収益、第１項 受取利息、当初予算額は０、補正額０、合計０。決算

額が１０９円。これは預金利息でございます。 

  次に、支出でございます。第１款 事業原価、第１項 公有地取得事業原価、当初予

算は１，８００万５，０００円、補正額が０、合計額が１，８００万５，０００円。

決算額は０でございます。収支はございませんでしたので、決算額は０となっており

ます。 

  次に、７ページの方をお願いいたします。 

  資本的収入及び支出の、収入でございます。第１款 資本的収入で、第１項 借入金

及び第２項 利子補給金ともに当初予算及び補正額、決算額ともに０でございます。 

  次に、支出でございます。第１款 資本的支出、第１項 公有地取得事業費、第２項 

事業外費用、第３項 借入金償還金、当初予算１，８００万５，０００円、補正０、

決算額は０となりました。 

  次のページ以降の事項別明細書につきましては、これまでの説明と重複いたします

ので、割愛させていただきます。 

  それでは、表紙の方へ戻っていただきまして、朗読させていただきます。 

 報告第３号 令和６年度安堵町土地開発公社事業報告及び決算報告について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づき、令
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和６年度安堵町土地開発公社の決算を別紙のとおり報告する。 

 令和７年６月４日報告、安堵町長 西本安博。 

  以上、御報告でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議長（近藤晃一） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありますか。 

 

９番（森田 瞳） はい。 

 

議長（近藤晃一） はい。森田瞳議員。 

 

９番（森田 瞳） ９番 森田でございます。土地開発公社の事業報告また決算報告という

ことで、毎年１，８００万の数を計上しながら、決算をされとるということで、中身

の年度内の中での動きというのは、全然なしということでもって、これはもう数年、

数十年前から開発公社の、この決算をせざるを得ないということで、その辺のことは

事情はよく存じておりますねんけども、その後、訴訟に和解ということの話の中でな

っても、どうもダメだということで聞き及んでおりまして、その後、これ去年、一昨

年あたりからですね、ダメだということで、その理由に弁護士の方に相談しながら、

訴訟していく方向に持っていくということで、相当前から、その辺の内容のことに伺

っております。 

  その辺のことの部分について、ちょっとその訴訟の今の現状の状況について、わか

りますならば、ちょっと御報告願いたい。 

 

理事（池田佳永） はい、議長。 

 

議長（近藤晃一） はい。池田理事。 

 

理事（池田佳永） 自席より失礼いたします。土地開発公社の方でございますが、昨年、令

和6年度ですね、調停の方を赴きまして、数度の調停を行いましたが和解には至らず、

調停員の方からも、現状においては進歩がないでしょうという提案もございましたの

で、調停については断念をせざるを得ん状況となりました。 

  それをもちまして、弁護士と現在相談をさせていただき、次のステップの方へ進む
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べく、今、資料の、書類等ですね、調整を図っておる状況でございます。目標といた

しましては、最終的には訴訟という方向へ持っていかざるを得んというふうに担当課

としても思っております。 

  以上でございます。 

 

９番（森田 瞳） はい。 

 

議長（近藤晃一） はい。森田瞳議員。 

 

９番（森田 瞳） 今の現状を聞かせていただいたらば、１年前とまるっきり同じ内容でご

ざいます。だから、この１年間、各部長が理事を務めていただいているように私は思

っておりますねんけども、その辺のことに関して理事が、おられる以上の中で、やは

りよき案を出していただいて、もう訴訟に踏み切るということであれば、できるだけ

早急にですね、この問題を解決し、御本人、当事者おられるわけやから、しっかりと

その辺のことは早く解決に向かっていただきたいということをお願いさせていただ

いて、私の質問を終わります。 

 

議長（近藤晃一） 今、森田瞳議員からお話のあったとおりでございますので、なるべく早

く解決するような御努力をいただきたいということでございますので、よろしくお願

いいたします。 

  他に、質疑ございますか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（近藤晃一） なしと認めます。 

  これで報告第３号を終結します。 

 

 --------------------------------------------------------------------------  

 

議長（近藤晃一） 最後に、報告事項といたしまして、前森田瞳議長が奈良県町村議会議長

会の理事として御尽力されたことについて、５月２９日に奈良県町村議会議長会会長

より感謝状を授与されましたので御披露させていただきます。おめでとうございます。 
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（拍手） 

 

議長（近藤晃一） 以上で、本日の日程は、すべて終了いたしました。 

  次の本会議は６月５日、明日午前１０時の開会です。一般質問を予定しています。 

  本日は、これで散会いたします。 

  お疲れ様でした。 

 

 

 

散 会 

午前１１時１９分 

 

 

 

  



34 

 

 


